
太田市中小企業経営安定資金融資要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、太田市中小企業・小規模企業振興基本条例（令和３年太田

市条例第１８号）の規定に基づき、中小企業が大型店等の進出又は関連企業の

倒産、為替相場の急激な変動及び長期にわたる景気低迷等による経営不安を防

止するために必要とする資金を融資することに関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 保証協会 群馬県信用保証協会をいう。 

⑵ 中小企業者 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号。以下「法」

という。）第２条第１項第１号に規定するものをいう。 

⑶ 大型店等 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２

項及び太田市中規模小売店舗出店指導要綱（平成１７年３月２８日太田市

制定）に規定するものをいう。 

⑷ 金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ市内金融機関及び商工組合

中央金庫前橋支店をいう。 

（資金措置） 

第３条 市長は、金融機関がこの要綱の規定による融資を行ったときは、予算の

範囲内において、その融資額を限度として、当該金融機関に資金を預託するも

のとする。 

２ 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。 

３ 市長は、融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、

預託の年度以降９年を限って預託の対象とすることができる。ただし、延滞額

（年次償還表を基準とする。）があるときは、その部分について預託を行わな

い。 

４ 第１項の預託の条件については、市と金融機関との協議による。 

 （経営安定資金の種類等） 

第４条 経営資金の種類、融資対象及び資金使途は、別表のとおりとする。 

 （融資条件） 

第５条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 融資限度額 次のとおりとする。この場合において、経営安定対策資金、

円高原油価格高騰対策資金、経営安定緊急対策資金又は経営支援緊急対策

資金の融資を同時に受ける場合は、その合算した額は、３，０００万円以内

とする。 

ア 経営安定対策資金 ３, ０００万円以内  

イ 円高原油価格高騰対策資金 ２，０００万円以内 

 ウ 経営安定緊急対策資金 １，０００万円以内 

エ 経営支援緊急対策資金 ２，０００万円(従業員数５０人未満の中小企

業者にあっては、１，０００万円)以内 



 オ 創業経営安定資金 ５００万円以内 

カ 経営安定借換資金 １，５００万円以内 

⑵ 融資利率 市と金融機関で協議して定めるものとする。 

⑶ 融資期間 次のとおりとする。 

 ア 運転資金 ６年以内(うち据置き１年以内) 

    ただし、経営安定対策資金の運転資金においては８年以内（うち据置き

２年以内）とする。 

 イ 設備資金 ８年以内(うち据置き１年以内) 

 ウ 借換資金 １０年以内(うち据置き１年以内) 

⑷ 償還方法 元金均等月賦償還とする。 

⑸ 担保 必要に応じて設定するものとする。 

⑹ 保証人 原則として法人代表者以外の追及を不要とする。 

⑺ 信用保証 保証協会の保証を付するものとする。 

⑻ 保証料負担 市が負担するものとする。ただし、経営支援緊急対策資金 

及び経営安定借換資金にあっては融資申請者の負担とする。 

（申請手続） 

第６条 融資を受けようとする者は、中小企業経営安定資金融資申請書（様式第

１号）に関係書類を添えて市長に提出するものとする。 

 （融資の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、審査後速やかに融資

の可否を決定し、中小企業経営安定資金融資決定通知書により融資申請者、保

証協会及び金融機関へ通知するものとする。 

 （融資報告） 

第８条 金融機関は、融資を行ったときは、中小企業経営安定資金融資報告書

（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

 （信用保証） 

第９条 金融機関が融資を行ったときは、保証協会は、当該債務の保証を保険法

に基づく保険に付するものとする。 

２ 市は、保証協会に対し、予算の範囲内において、保証協会との契約により出

えんをするものとする。 

３ 保証協会の保証業務については、この要綱に定めるもののほか、保証協会の

定款及び業務方法書によるものとする。 

４ 市は、保証協会が保証した債務のうち、代位弁済した金額に対し、別に定め

る損失補償に関する契約により予算の範囲内で損失を補償する。 

 （保証協会に対する補助） 

第１０条 市は、保証協会が第５条に規定する保証に係る保証料を軽減するた

め、一般の保証料率より低率の保証料率を定めた場合は低率にしたことによる

保証協会の収入減を軽減するため、当該収入減額を限度として、保証協会に補

助を行うものとする。 

 （その他） 

第１１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年３月２８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の太田市中小企業経営安定資金

融資要綱（平成６年４月１日太田市制定）又は太田市中小企業特別経営安定資

金融資要綱（平成６年４月１日太田市制定）の規定によりなされた決定、手続

その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 市長は、平成２７年度以前にこの要綱に基づき金融機関から融資を受けた

者が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に、当該金融機関

に対し融資期間延長の申請を行い、及びその手続が完了すると認められる場合

に限り、その者が決定を受けた融資期間を３年を限度として延長することがで

きる。この場合おいて、当該融資期間の延長に係る条件、手続等については、

別に定めるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成１８年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

      附  則 

  この要綱は、平成２０年１１月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年２月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和 ２年 ４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ２年 ４月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ３年 ４月１日から施行する。 

 

 



別表（第４条関係） 

資金の種類 融資対象者 資金使途 

経営安定対策 

資金 

市内に店舗、工場又は

事業所を有し、１年以

上継続して同一業種に

属する事業を営み、市

税(国民健康保険料を

含む。)を完納している

中小企業者 

次に掲げる使途 

⑴ 受注、売上げの減少又は操業を

短縮しようとするための資金 

⑵ 大型店等の進出により経営の安

定に支障を生じ、又は生ずるおそ

れのあるものが実施する経営の合

理化、近代化等のための資金。ただ

し、大型店等への入店資金は除く。 

⑶ 取引先の整理、倒産又は取引条

件の悪化による経営不安を防止す

るための資金 

⑷ 経営の悪化により他の業種へ転

換するための資金 

⑸ 円高や原油価格の高騰による経

営不安を防止するための資金 

⑹ 原材料価格や仕入価格高騰によ

る経営不安を防止するための資金 

⑺ 経済変動や金融危機による経営

不安を防止するための資金 

円高原油価格 

高騰対策資金 

経営安定緊急 

対策資金 

市内に店舗、工場又は

事業所を有し、１年以

上継続して同一業種に

属する事業を営み、市

税(国民健康保険料を

含む。)を完納している

中小企業者で法第２条

第４項第５号の認定を

受けた特定中小企業者 経営支援緊急 

対策資金 

創業経営安定 

資金 

市税(国民健康保険料

を含む。)を完納して

いるもので市内在住ま

たは在勤３年以上のも

の 

 ⑻ 創業時の経営不安を防止するた

めの資金 

経営安定借換

資金 

市制度融資（太田市小

口資金融資要綱（平成

１７年３月２８日太田

市制定）、太田市中小

企業緊急特別支援資金

融資要綱（平成１７年

３月２８日太田市制

定）又は太田市中小企

業経営安定資金融資要

綱（平成１７年３月２

８日太田市制定）の規

定による融資をいう。

以下同じ。）を受けて

いるもの 

 (9) 市制度融資の借換資金 

 


